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白幡理事長が「情報公開法Jに関する要望書を提出。

（関連記事3頁、写真右側は熊代昭彦総務庁次官）

日全財団法人
」4R4〈！Bしノ00月1Sτ戸モ0εR14770八1

♂
8
｝
8
｝
8
掛
8
》
8
》
8
掛
。
の
》
8
掛
8
｝
8
》
8
｝
8
掛
8
掛
。
の
｝
8
》
8
｝
零
｝
8
掛
8
｝
8
》
。
。
｝
8
｝
8
》
8
》
8
浮
8
》
8
浮
。
の
｝
8
》
8
｝
8
》
％

1）c義｛）cλつ。義9c義哩）（｝、或哩）c義つ。λ哩）cλ哩）（｝義ζ）c義ζ）c義哩）cλ望）c．義つ。λつ。義つ。義哩）c義9c義ζ）（｝西つ。義

“
『
気
「
．
謹

奪

灘琴弾曙へ
’　　拶渚

羅
イ巳己　　’匿　一

縣

σ
　
幽

・
「
」

E
こ
　
ど
謬
・
・
　
’
芝
戸
…
塾
レ
＝
・
　
　
コ
．
」
ご

マ
．
巨
ノ

寸
　
「
・
昌
　
、

「
”
・
・
酌
　
　
皐
：
　
　
噌

・ご



r
　
葺

，
『

仏全1997年12月1日

　
十
月
三
日
午
後
二
時
か
ら
、
リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ

テ
ル
京
都
で
、
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
白
幡
理
事
長
を
議
長
に
、
川
井
匡
俊
、
岩
田
文
有

の
両
師
を
議
事
録
署
名
人
に
選
ん
で
、
議
事
に
入
っ

た
。

議
案
「
平
成
十
年
度
予
算
編
成
の
基
本
方
針
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
京
都
で
開
催
さ
れ
た
理
事
会

　
白
幡
議
長
よ
り
上
程
。
鷲
尾
財
務
部
長
が
説
明
、

原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

　
協
議
事
項
「
戒
名
問
題
に
関
す
る
意
見
交
換
に
つ

い
て
」

　
成
田
有
恒
理
事
か
ら
、
全
日
本
仏
教
会
に
戒
名
問

題
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る
場
を
設
け
て
欲
し
い
、

と
い
う
提
案
が
出
さ
れ
た
。
協
議
の
結
果
、
意
見
交

換
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。

報
告
事
項

　
①
全
日
本
仏
教
会
財
団
創
立
四
十
周
年
記
念
事
業

並
び
に
第
三
七
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
に
つ
い
て

　
荒
川
事
務
総
長
か
ら
、
記
念
事
業
準
備
の
進
捗
状

況
が
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
。

　
②
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
報
告

　
川
井
委
員
長
及
び
川
島
委
員
か
ら
、
マ
ヤ
堂
復
元

の
設
計
に
つ
い
て
、
報
告
さ
れ
た
。

　
③
宗
教
法
人
審
議
会
報
告

　
白
幡
理
事
長
か
ら
、
第
百
三
十
三
回
宗
教
法
人
審

議
会
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
。

　
④
事
務
総
局
各
部
報
告

　
各
担
当
部
長
か
ら
報
告
さ
れ
た
。

　
十
月
二
十
七
日
午
後
二
時
か
ら
、
浄
土
宗
宗
務
庁

で
、
常
務
理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
白
幡
理
事
長
を
議
長
に
、
森
和
久
、
杉
谷
義
純
の

両
師
を
議
事
録
署
名
人
に
選
出
し
て
、
議
事
に
入
っ

た
。　
協
議
事
項
「
情
報
公
開
法
制
の
確
立
に
つ
い
て
」

　
白
幡
議
長
よ
り
上
程
。
文
化
庁
宗
務
課
の
吉
川
宗

教
法
人
室
長
が
、
現
在
、
総
務
庁
が
国
会
上
程
に
向

け
て
準
備
を
進
め
て
い
る
「
情
報
公
開
法
」
の
内
容

を
、
詳
細
に
説
明
。
協
議
の
結
果
、
総
務
庁
に
対
し

て
、
宗
教
法
人
提
出
書
類
は
、
適
用
除
外
も
し
く
は

不
開
示
情
報
と
明
示
す
る
よ
う
要
望
書
を
出
す
こ
と

に
な
っ
た
。

第
三
回
中
韓
日
仏
教
友
好
交
流
会
議

　
第
三
睡
中
鋸
鎌
仏
教
友
好
交
流
会
議
が
開
催
さ
れ

た
。
十
月
二
十
七
日
、
立
正
佼
成
会
京
都
普
門
館
で

の
開
会
式
に
は
、
竹
下
元
首
相
、
各
宗
派
管
長
、
総

長
な
ど
が
参
列
し
た
。
翌
二
十
八
日
に
は
、
奈
良
・

東
大
寺
に
三
国
の
僧
侶
ら
お
よ
そ
六
百
人
が
集
い
、

世
界
平
和
祈
願
法
要
が
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
た
。

　
奈
良
新
公
会
堂
で
の
閉
会
式
で
は
、
本
会
白
幡
理

事
長
が
日
本
大
会
宣
言
文
を
読
み
上
げ
、
三
国
仏
教

会
の
和
合
共
生
と
世
界
平
和
を
誓
っ
た
。
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　去る、11月12日、本会加盟の十宗派の常務理事を代表し、白幡憲佑理事長名で、下記
の「情報公開法（案）作成に関する要望」が、小里貞利総務庁長官へ提出された。これは

10月27日、京都で開催された常務理事会で提出が決められたものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報公開法（案）作成に関する要望

　財団法人全日本仏教会は、全国七万五千の仏教寺院を包括し末尾記載の常務理事の選出母体である二二を含む約60の宗派を中

心に結成された、伝統仏教の連合体であります。本会は、結成以来全一仏教運動を通して仏教文化の宣揚と世界平和の進展に寄

与することを目的にさまざまな事業を展開しております。

　さて、州庁におかれては、現在情報公開法の立案中で年内にも法案を作成されると聞き及んでおります。これに関し、以下の

とおり要望を致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要望　の趨　旨
　要綱案第6不開示情報②イを以下のように変更したうえで法案を作成されたい。

　「開示することにより、当該法人野鴨は当該個人の思想良心の自由、信教の自由、集会結社、表現の自由、学問の自由、労働

基本権、財産権の保障等その下町法上の諸権利に起因する正当な利益を害するおそれのあるもの」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要望の理由（要旨）

　原則として開示することにより害されるべきではないとされる要綱案第6不開示情報②イに掲げられた「競争上の地位、財産

権その他正当な利益」という文言は、財産権の保障等経済的な自由に起因する利益に傾斜しすぎています。これらの利益よりも

憲法上優越的地位にある精神的自由を含む憲法上の諸権利からくる利益をも、不開示情報に含まれることを文言上明記すべきで

あります。

　このように変更しても要綱案第6（2）本文但書による義務的開示事項が認められている限り何ら支障がないだけでなく、当該法

人等又は当該個人の憲法上の権利に起因する利益が害されるべきでないことが明確となるからであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要望　の理　由
　宗教法人法が改正されて、本年から備付書類のうち役員名簿、財産目録、収支計算書、貸借対照表（作成している場合）、境

内建物に関する書類、事業に関する書類の皆野を所轄庁に提出しなければならなくなりました。

　これにより所轄庁に提出された書類は現在立法作業が行われている情報公開法（案）における「行政文書」にあたることになり、

何人もこの法律の定めるところにより行政機関の長に対し、これら行政文書の開示を請求出来ることになる可能性があります。

　「情報公開法制の確立に関する意見」（平成8年（1996年）12月16日行政改革皿貝会）における情報公開法要綱案によると、

情報公開法の目的は「行政運営の公開性の向上を図り、もって政府の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとと

もに国民による行政の監視・参加の充実に資すること」とされています。

　宗教法人法上の宗務行政事務は、1．規則の認証とその取消をすること、2．公益事業以外の事業を停止させること、3．裁判

所に解散の請求をすることの3であります。

　情報公開はこれらの宗務行政事務に対する国民による監視・参加の充実に資することを目的にするものであります。

　ところでこれらの宗務行政事務を行ううえで宗教法人等から提出される書類は、職務上の秘密に値するものが含まれているだ

けでなく（平8、9、2文部次官通達4（3））、宗教法人の宗教活動および関係者個人の信仰やプライバシーを包含しています。

これらの提出書類が開示されてしまうと宗教活動の態様に対する誹誘中傷の目的で使用される等、宗教活動が妨害される事態が

生じる可能性があります。またこれらの提出書類を開示情報とすることは、信者その他の利害関係人による閲覧請求権を認めた

改正宗教法人法の趣旨を大きく損なうことになります。従って、憲法上の権利に起因する信教の自由等に深く関わるものであり

ますから、これら提出書類は、原則的に不開示情報とされるべきであります。

　しかるに要綱案では、このことが文言上必ずしも明らかではありません。

　要綱案第6（2）イでは、開示することにより、当該法人等又は当該個人の1．競争上の地位、2．財産権、3．その他正当な利益

を害するおそれがあるものが、不開示情報とされています。このうち1．2．は開示される法人その他の団体や個人の財産権の保

障、経済的活動の自由を尊重するが故に不開示とされるものでありましょう。

　信教の自由は、いうまでもなく財産権の保障や経済的自由より憲法上優越的地位にある精神的自由の一種であります。この精

神的自由が3．その他正当な利益に含まれるとしても、要綱案の文言においては、精神的自由が経済的自由より劣後的に位置付

けられている印象は否めません。

　経済的自由や財産権の保障よりも優越的地位にある精神的自由の中核たる信教の自由に起因する利益は、原則として開示され

ることにより害されるべきではないことを、文言上明記すべきであります。思想良心の自由、学問の自由等についても信教の自

由と同様であります。

　従って不開示を認める要綱案第6（2）イは要望の趣旨記載のように訂正されるべきであり、これに従った立法作業が行われるべ

きと考えます。

　以上、下記の10宗派の常務理事を代表し、全日本仏教会として理事長白幡憲佑名で要望するものであります。

　乙川良英（曹洞宗宗務総長）　豊原大成（浄土真宗本願寺派総長）　能邨英士（真宗大谷派宗務総長）　成田有恒（浄土宗宗

務総長）　永井陰文（日蓮宗宗務総長）　新居祐政（高野山真言宗宗務総長）　細川景一（臨済宗妙心寺派宗務総長）　杉谷義

純（天台宗宗務総長）　楠　宗親（真言宗智山派宗務総長）　鳥居愼誉（真言宗豊山派宗務総長）
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浄
土
真
宗
教
学
研
究
所
・
龍
谷
大
学
講
師

　
十
月
二
十
四
日
午
後
一
時
か
ら
、
本
願
寺
聞
法
会

館
研
修
室
で
、
第
三
十
五
回
「
業
・
栴
陀
羅
問
題
」

に
関
す
る
研
究
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　
浄
土
真
宗
教
学
研
究
所
・
龍
谷
大
学
講
師
の
内
藤

昭
文
師
が
「
仏
教
に
お
け
る
業
の
意
義
」
を
テ
ー
マ

に
、
続
い
て
浄
土
真
宗
教
学
研
究
所
嘱
託
研
究
員
・

基
幹
運
動
本
部
専
門
委
員
の
小
武
正
教
師
が
「
解
放

の
主
体
と
な
る
『
業
』
理
解
と
は
」
を
テ
ー
マ
に
そ

れ
ぞ
れ
報
告
を
お
こ
な
っ
た
。
以
下
内
藤
昭
文
師
の

報
告
要
旨
を
紹
介
す
る
。
（
文
責
・
社
会
部
）

　
　
　
　
　
※
　
　
　
　
※
　
　
　
　
※

　
「
業
」
が
仏
教
独
自
の
思
想
で
な
く
、
無
我
や
縁

起
説
の
よ
う
に
仏
教
の
思
想
の
根
幹
と
し
て
説
か
れ

て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
仏
教
の
教
え
の
中
心
的

課
題
で
あ
り
続
け
た
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
釈
尊
は
苦
・
楽
・
不
苦
不
溶
を
受
け
る
一
切
の
原

因
に
つ
い
て
、
①
前
世
に
作
っ
た
も
の
（
因
宿
命
造

説
）
、
②
自
在
神
が
作
っ
た
も
の
（
望
事
祐
造
説
）
、

③
原
因
も
縁
も
な
く
起
こ
っ
た
も
の
（
無
因
無
縁

説
）
と
い
っ
た
思
想
を
否
定
し
た
。

　
こ
の
内
、
ま
ず
②
（
因
尊
祐
造
説
）
に
つ
い
て
は
、

仏
教
が
自
在
神
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、

人
間
の
行
為
（
業
）
の
原
因
を
も
、
人
間
以
外
に
求

め
て
い
る
点
な
ど
か
ら
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
を
肯

定
す
る
と
、
例
え
ば
「
差
別
撤
廃
」
と
い
っ
た
人
間

の
努
力
・
意
志
も
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
③
（
無
因
無
縁
説
）
に
つ
い
て
、
釈
尊
は
人

間
の
理
解
を
超
え
た
因
縁
に
よ
る
「
偶
然
」
は
否
定

し
な
い
が
、
あ
る
結
果
に
対
し
て
、
何
の
因
も
縁
も

存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
を
否
定
し
た
。
こ
れ
は
②

と
同
様
、
人
間
の
行
為
（
業
）
・
努
力
を
意
味
の
な

い
も
の
と
す
る
考
え
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
①
（
因
宿
命
造
説
）
に
つ
い
て
も
、
現
在

の
結
果
が
前
世
の
因
縁
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
し
ま

う
と
、
そ
こ
で
は
今
生
き
て
い
る
人
間
の
行
為
（
業
）

・
努
力
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
つ
ま
り
釈
尊
は
、
こ
こ
で
は
、
人
間
の
行
為
（
業
）

と
努
力
（
精
進
）
を
肯
定
す
る
か
ど
う
か
で
、
仏
教

と
非
仏
教
の
違
い
と
し
て
い
る
。
仏
教
の
業
論
は
本

来
、
宿
命
論
と
し
て
差
別
を
肯
定
し
助
長
す
る
思
想

で
は
な
い
。
釈
尊
が
自
ら
を
「
業
論
者
」
と
宣
言
し
、

続
け
て
「
行
為
論
者
」
「
精
進
論
者
」
で
あ
る
と
言

明
し
た
の
は
そ
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
仏
教
は
「
あ
き
ら
め
」
を
説
く
と
言
わ

れ
て
き
た
。
そ
の
根
拠
と
思
わ
れ
る
ひ
と
つ
に
「
四

諦
八
正
道
」
の
「
諦
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
「
真
実

と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
の
意
味
が
あ
る
。

　
釈
尊
の
説
法
を
「
対
機
説
法
」
「
応
病
与
薬
」
と

も
い
う
。
病
気
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
医
者

に
か
か
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
苦
の
自
覚
が
な
け
れ

ば
苦
を
乗
り
越
え
よ
う
と
努
力
す
る
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
に
は
立
て
な
い
。

　
現
実
を
ご
ま
か
さ
ず
に
直
視
し
て
認
知
す
る
こ
と

は
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
「
現
代
社
会
に
差
別
が
な

い
」
と
軽
々
し
く
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
現
に
病

気
で
苦
し
ん
で
い
る
人
に
対
し
て
「
あ
な
た
は
病
気

で
は
な
い
」
と
言
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
仏
教
徒
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
こ

と
と
等
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
行
為
（
業
）
論
者
と
は
「
行
為
（
業
）
の

作
用
（
働
き
）
を
正
し
く
認
識
す
る
者
」
を
い
う
。

　
釈
尊
は
、
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
中
で
、
草
木
、

虫
、
魚
、
鳥
な
ど
に
は
特
徴
の
差
異
に
よ
る
「
生
ま

れ
」
に
よ
る
区
別
が
あ
る
と
説
く
。
つ
ま
り
、
鳥
は

鳥
で
も
、
「
生
ま
れ
」
に
よ
っ
て
鷲
で
あ
り
、
雀
で
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あ
り
、
「
行
為
」
に
よ
っ
て
鷲
が
雀
に
な
っ
た
り
、

雀
が
鷲
に
な
っ
た
り
は
し
な
い
。

　
し
か
し
、
人
間
に
は
そ
の
よ
う
な
「
生
ま
れ
」
に

よ
る
区
別
は
な
い
と
す
る
。
そ
の
人
間
の
日
常
生
活
、

生
き
方
の
行
為
に
よ
っ
て
「
職
人
」
と
呼
ば
れ
た
り

「
商
人
」
と
よ
ば
れ
る
と
す
る
。
あ
る
人
物
が
「
農

夫
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
は
、
「
田
を
耕
す
と
い
う
行

為
（
業
）
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
る
。
農
夫
だ
か

ら
田
を
耕
す
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
徹
底
す
る
と
あ

る
人
間
が
田
を
耕
す
と
「
農
夫
」
と
呼
ば
れ
、
売
買

す
る
と
「
商
人
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
私
た
ち
は
現
実
に
、
単
な
る
名
称
に
す
ぎ
な
い
も

の
を
実
体
的
実
在
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。

　
ま
た
、
業
報
（
業
と
結
果
）
の
因
果
関
係
と
は
科

学
の
よ
う
に
客
観
的
で
、
必
然
的
・
規
則
的
な
法
則

で
は
な
い
。
科
学
の
法
則
的
因
果
関
係
で
は
、
原
因

は
必
ず
そ
の
結
果
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
「
種
を

植
え
れ
ば
、
必
ず
芽
を
出
す
し
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
現
実
に
は
、
芽
を
出
さ
な
い
種
も
あ
る
。
現

実
は
法
則
が
適
用
さ
れ
る
世
界
で
は
な
い
。
科
学
で

は
「
縁
」
、
つ
ま
り
個
別
的
な
結
果
を
導
く
要
因
は

無
視
し
な
い
と
客
観
的
性
質
は
成
立
し
な
い
。

　
し
か
し
、
私
た
ち
は
思
考
の
ど
こ
か
で
、
個
別
的

で
あ
る
は
ず
の
「
縁
」
を
も
普
遍
化
し
て
考
え
、
法

則
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。

　
ま
た
一
般
に
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
「
惑
・
業
・

苦
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
「
惑
」

と
は
煩
悩
で
あ
り
、
「
業
」
と
は
煩
悩
に
も
と
づ
い

て
起
こ
る
善
悪
の
行
為
で
あ
り
、
「
苦
」
と
は
そ
の

業
の
報
い
と
し
て
の
苦
を
意
味
す
る
。

　
全
て
の
人
間
に
と
っ
て
、
苦
は
負
欲
な
ど
の
煩
悩

を
原
因
と
す
る
点
で
は
共
通
で
あ
る
が
、
そ
の
煩
悩

に
も
と
つ
く
行
為
（
業
）
は
、
人
間
個
々
の
生
き
様

で
あ
り
、
他
の
人
と
同
じ
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
業

が
「
縁
」
と
し
て
介
在
し
た
結
果
（
苦
）
は
ひ
と
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
。

　
し
か
し
業
が
縁
と
し
て
あ
り
、
そ
の
結
果
が
個
別

的
だ
と
し
て
も
、
社
会
と
全
く
無
関
係
で
は
な
い
。

　
『
大
高
婆
叢
論
』
で
は
、
個
々
の
人
間
（
有
情
世

間
）
に
固
有
の
結
果
を
引
き
起
こ
す
業
を
「
不
仁
業
」

と
言
い
、
山
河
大
地
な
ど
の
国
土
や
環
境
（
器
世
間
）

に
つ
い
て
、
多
く
の
人
間
に
共
通
す
る
結
果
を
引
き

起
こ
す
業
を
「
習
業
」
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
人
間
の
行
為
（
業
）
自
体
に
共
棲
と
不

y
r
’

．
瀞
－

共
業
の
二
種
類
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
個
人
の
実

存
に
関
わ
り
、
個
々
に
別
の
結
果
（
苦
）
を
も
た
ら

し
て
い
る
点
で
捉
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
を
「
欝
欝

業
」
と
呼
ぶ
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
業
が
他
人
と

相
互
に
関
連
し
あ
い
、
環
境
や
社
会
の
シ
ス
テ
ム
な

ど
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
点
で
捉
え
ら
れ

た
場
合
に
、
そ
れ
を
「
共
業
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
環
境
問
題
・
差
別
問
題
（
人
権
問
題
）
な
ど
は
、

人
間
一
人
の
業
の
結
果
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は

共
業
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
消
極
的
に
そ
う
い

う
社
会
を
容
認
し
た
業
（
行
為
）
で
あ
れ
、
そ
う
い

う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
知
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
業

（
行
為
）
で
あ
れ
、
個
人
が
そ
の
社
会
で
な
し
た
業

は
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
不
念
業
で
あ
る
と
同
時
に
そ

う
い
う
社
会
を
生
み
出
し
て
い
る
共
希
な
の
で
あ
る
。

　
社
会
制
度
の
中
で
、
法
律
な
ど
に
よ
っ
て
差
別
構

造
を
解
消
し
て
い
く
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
本
当
に
差
別
を
な
く
す
に
は
、
差
別
す
る
行

為
だ
け
で
な
く
、
差
別
を
起
こ
し
、
容
認
し
、
或
い

は
黙
認
す
る
等
々
の
個
別
の
行
為
を
も
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
問
わ
れ
て
い
る
の

は
、
や
は
り
我
々
の
三
共
業
な
の
で
あ
る
。

　
仏
教
は
、
ま
ず
社
会
全
体
の
変
革
を
通
じ
て
個
々

の
人
間
の
変
革
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
な
も
の
で
は
な
い
。
個
々
の
業
を
問
う
こ
と
が

社
会
性
を
問
う
起
点
で
あ
り
、
個
々
の
人
間
の
変
革

を
通
じ
て
社
会
の
あ
り
方
を
問
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
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第
十
四
回
　
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

長
谷
川

　
去
る
十
月
三
十
日
午
後
二
時
よ
り
、
明
治
記
念
館

「
富
士
の
間
」
で
、
日
本
宗
教
連
盟
主
催
に
よ
る
、

第
十
四
回
「
宗
教
と
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
が
開
催

さ
れ
た
。
本
年
は
「
信
教
の
自
由
と
特
例
制
度
」
を

テ
ー
マ
に
、
本
会
顧
問
弁
護
士
の
長
谷
川
正
浩
師
と
、

「
宗
教
法
人
課
税
の
今
後
の
動
向
と
特
例
制
度
適
用

に
伴
う
諸
問
題
」
を
テ
ー
マ
に
、
公
認
会
計
士
の
田

代
収
氏
が
講
演
を
行
っ
た
。
以
下
、
長
谷
川
弁
護
士

の
講
演
要
旨
を
紹
介
す
る
。
（
文
責
・
社
会
部
）織磯翻■■

長谷川正浩弁護士

　
　
日
本
宗

信
教
の
自
由
の
内
容
を
、

　
の
中
で
、

正
浩

1997年12月1日

教
連
盟

宮
沢
俊
義
氏
は
『
憲
法

1
1
』
　
　
　
　
a
内
心
に
お
け
る
宗
教
上
の
信
仰
の

自
由
。
b
宗
教
上
の
信
仰
を
外
部
に
発
表
す
る
自
由
。

c
宗
教
を
宣
伝
す
る
自
由
。
d
宗
教
的
行
為
の
自
由

…
宗
教
上
の
信
仰
の
目
的
で
礼
拝
、
集
会
し
、
結
社

を
作
る
自
由
。
以
上
の
四
種
に
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
内
、
a
は
行
為
を
伴
わ
な
い
が
、
b
c
d
は
い

ず
れ
も
行
為
を
伴
う
。
つ
ま
り
a
の
内
心
に
お
け
る

信
仰
の
自
由
は
絶
対
に
制
限
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
行
為
を
伴
う
b
c
d
に
つ
い
て
は
一
定
の
限
度

に
お
い
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

　
憲
法
で
認
め
ら
れ
た
自
由
権
の
中
で
、
信
教
の
自

由
な
ど
の
精
神
的
な
自
由
は
、
職
業
選
択
の
自
由
や

財
産
権
と
い
っ
た
経
済
的
な
自
由
よ
り
優
越
す
る
と

い
う
説
明
が
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
ま
ず

「
精
神
的
自
由
は
、
道
徳
的
、
精
神
的
お
よ
び
知
的

創
造
物
と
し
て
の
人
間
に
固
有
す
る
、
不
可
欠
に
最

高
の
自
然
権
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
的
自
由
は

経
済
的
自
由
に
優
越
す
る
」
と
す
る
自
然
権
説
が
あ

る
。
し
か
し
、
経
済
的
自
由
も
人
間
の
生
存
基
盤
で
、

社
会
福
祉
の
基
礎
で
あ
る
の
で
、
精
神
的
自
由
と
同

様
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
も
一
方
で
存
在
す
る
。

　
次
に
、
思
想
の
自
由
広
場
の
理
論
。
こ
れ
は
「
精

神
的
自
由
は
真
理
の
発
見
な
い
し
、
発
展
の
手
段
を

確
保
す
る
こ
と
に
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
経
済

的
自
由
に
優
先
す
る
」
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
に
対

し
て
は
自
然
権
説
に
対
し
て
と
同
じ
よ
う
な
批
判
が

あ
る
。

　
三
番
目
に
、
代
議
的
自
治
の
原
則
。
つ
ま
り
、
経

済
的
な
自
由
が
侵
さ
れ
た
時
は
、
我
々
は
選
挙
を
通

し
て
、
為
政
者
を
替
え
、
法
律
を
変
更
し
、
元
に
戻

す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
精
神
的
な
自
由
が

侵
さ
れ
る
と
、
正
し
い
情
報
提
供
・
判
断
が
で
き
ず
、

選
挙
そ
の
も
の
が
正
常
に
働
か
な
く
な
る
。
私
は
、

こ
の
説
に
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
精
神
的
自
由
の
源
泉
と
な
る
の
が
、
信
教
の
自
由

で
あ
る
。
そ
し
て
内
心
に
お
け
る
信
教
の
自
由
は
、

絶
対
的
に
保
証
さ
れ
る
が
、
行
為
を
伴
う
宗
教
的
自

由
の
場
合
は
、
公
共
の
利
益
の
た
め
に
、
必
要
最
小

限
度
の
制
約
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

と
は
、
い
か
に
精
神
的
な
自
由
と
し
て
優
越
性
を
保

っ
て
い
て
も
で
あ
る
。

　
信
教
の
自
由
を
含
む
、
精
神
的
な
自
由
の
制
限
に

は
厳
格
な
審
査
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
四
つ
の
基
準
が
挙
げ
ち
れ
る
。
ま
ず
、
①
合
憲
性

の
推
定
の
原
則
が
妥
当
し
な
い
点
。
経
済
的
自
由
の

一6一
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場
合
と
異
な
り
、
精
神
的
な
自
由
の
場
合
に
は
、
合

憲
性
の
推
定
は
な
さ
れ
な
い
。
ゆ
え
に
合
憲
だ
と
主

張
す
る
方
が
、
正
当
性
の
理
由
の
存
在
す
る
、
現
実

的
な
事
実
を
示
し
て
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
次
に
②
事
前
抑
制
は
許
さ
れ
な
い
点
。
こ
れ
は
憲

法
の
「
検
閲
の
禁
止
」
と
い
う
こ
と
。
次
に
③
「
漠

然
性
故
に
無
効
」
と
い
う
理
論
。
信
教
の
自
由
の
内
、

何
が
禁
止
さ
れ
、
何
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
一
義
的
に
決
め
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
し
て
④
「
明
白
か
つ
現
在
危

険
」
の
テ
ス
ト
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
は
言

論
の
自
由
、
信
教
の
自
由
の
行
使
が
重
大
な
害
悪
を

生
じ
る
と
い
う
、
近
々
の
切
迫
し
た
危
険
が
あ
っ
て
、

そ
の
宗
教
的
行
為
と
害
悪
の
間
の
実
質
的
な
因
果
関

係
に
つ
い
て
テ
ス
ト
を
行
い
、
明
白
か
つ
現
在
に
危

険
が
あ
る
場
合
の
み
制
限
が
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
規
制
の
目
的
が
公
共
的
利
益
で
あ
る
場
合
は
、
規

制
の
手
段
は
必
要
最
小
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
的
行
為
に
課
せ
ら
れ
た
実
質
的
な
負
担
と
、
規

制
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
公
共
的
利
益
を
厳
格
に
比

較
衡
量
し
、
公
共
的
利
益
が
重
要
で
あ
っ
た
場
合
の

み
、
違
憲
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
米
国
の
L
R
A
の
基

準
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
回
、
収
益
事
業
を
や
っ
て
い
な
く

て
も
、
公
益
法
人
が
年
収
八
千
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、
所
轄
の
税
務
署
に
収
支
計
算
書
を
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
租
税
特
別
措
置
法

と
施
行
令
の
改
定
に
対
し
て
は
様
々
な
批
判
が
あ
る
。

日
本
宗
教
連
盟
で
も
平
成
八
年
十
一
月
遅
日
付
で
、

理
事
の
連
名
で
、
国
税
庁
長
官
宛
に
「
宗
教
法
人
等

公
益
法
人
に
対
す
る
特
例
制
度
に
関
す
る
意
見
書
」

を
提
出
し
た
。

　
そ
の
内
容
は
、
ま
ず
、
今
回
の
特
例
制
度
が
免
税

制
度
を
採
ら
ず
非
課
税
制
度
を
採
る
現
行
公
益
法
人

税
制
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
申
告
義
務
の
な
い
法
人
に
収
支
計
算
書
の
提
出

を
義
務
づ
け
る
の
は
、
申
告
納
税
制
度
と
矛
盾
す
る

と
い
う
点
を
指
摘
。
最
後
に
、
税
務
署
が
収
支
計
算

書
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
、
・
宗
教
活
動
自
体
を
国

家
が
検
討
の
対
象
に
す
る
こ
と
で
信
教
の
自
由
に
反

す
る
と
い
う
点
を
挙
げ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
の
反
批
判
と
し
て
、
平
成
八
年
三

月
二
十
八
日
の
参
議
院
大
蔵
委
貝
会
で
の
主
税
局
長

の
答
弁
で
は
、
こ
の
制
度
は
あ
く
ま
で
公
益
法
人
課

税
の
適
正
化
の
た
め
で
、
現
行
制
度
と
の
矛
盾
は
な

い
と
し
て
い
る
。
次
に
、
税
法
上
の
特
典
を
持
つ
公

益
法
人
等
に
つ
い
て
、
収
支
計
算
書
を
出
さ
せ
て
も

憲
法
に
違
反
し
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
所
得
税

の
確
定
申
告
義
務
が
な
く
て
も
総
収
入
の
金
額
が
三

千
万
円
を
超
え
る
者
は
総
収
入
金
額
報
告
書
を
提
出

す
る
制
度
が
す
で
に
あ
り
、
こ
れ
と
横
並
び
の
制
度

で
あ
る
と
も
答
弁
し
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
の
特
例
制
度
は
信
教
の
自
由
に
反
す
る

の
だ
ろ
う
か
。
も
し
信
教
の
自
由
に
反
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
租
税
特
別
措
置
法
六
十
八
の
六
は

憲
法
に
反
し
て
無
効
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
先
ほ
ど
の
厳
し
い
判
断
を
ど
の
よ
う
に
行

う
か
と
い
う
と
、
宗
教
法
人
の
宗
教
行
為
に
課
さ
れ

る
実
質
的
負
担
の
方
は
、
収
支
計
算
書
を
税
務
署
長

に
提
出
す
る
こ
と
で
、
宗
教
行
為
が
税
務
署
に
よ
っ

て
、
意
識
的
無
意
識
的
に
監
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

宗
教
行
為
自
体
が
抑
制
さ
れ
る
こ
と
か
と
思
う
。

　
ま
た
、
一
方
の
規
制
を
要
す
る
公
共
的
利
益
の
重

要
性
の
方
だ
が
、
収
支
計
算
書
の
提
出
は
規
制
で
は

あ
る
が
課
税
の
適
正
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
本
来
、
性
質
の
異
な
る
も
の
を
比
較
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
こ
の
両
方
を
比
較
衡
量
し
た
場
合
ど

う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
税
金
を
適
正
に
納
め
る
こ
と
が
重
要
だ
と
一
般
に

考
え
ら
れ
て
い
る
現
在
の
状
況
下
で
、
宗
教
法
人
が

収
支
計
算
書
を
税
務
署
に
提
出
す
る
こ
と
が
憲
法
違

反
だ
と
い
う
こ
と
が
、
社
会
の
一
般
人
に
対
し
て
、

ど
れ
だ
け
説
得
力
を
持
っ
て
説
明
出
来
る
か
私
た
ち

は
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　
宗
教
者
、
宗
教
団
体
は
一
般
の
国
民
の
平
均
的
な

意
識
を
意
識
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
勿
論
、
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
は

当
然
で
あ
る
が
、
現
在
の
よ
う
な
厳
し
い
状
況
下
で

憲
法
違
反
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
言
え
な
い
。

た
だ
、
憲
法
の
精
神
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
言
え

る
と
思
う
。
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第
八
回
世
界
仏
教
音
楽
祭
が
、
去
る
九
月
三
十
日

夜
、
東
京
の
築
地
本
願
寺
で
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は

財
団
法
人
仏
教
伝
道
協
会
が
、
同
協
会
の
創
設
三
十

周
年
と
、
同
協
会
を
設
立
し
多
方
面
の
伝
道
事
業
を

展
開
さ
れ
た
故
沼
田
恵
範
師
の
生
誕
百
周
年
を
記
念

し
て
催
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
に
よ
る
沼
田

恵
範
師
を
讃
え
る
新
曲
「
恵
光
」
で
始
ま
り
、
イ
ン

ド
か
ら
、
中
国
、
日
本
へ
と
伝
わ
っ
た
仏
教
伝
播
の

歴
史
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
代
表
す
る
伝
統

的
な
楽
器
で
の
演
奏
が
行
わ
れ
た
。
本
堂
を
う
め
た

千
人
を
超
え
る
聴
衆
は
、
幽
玄
な
ア
ジ
ア
の
調
べ
に

魅
了
さ
れ
て
い
た
。

一
九
九
七
年
十
二
月
一
日
発
行

　
　
　
｝
　
　
　
　
　
　
　
一

パイプオルガンによる「恵光」演奏

こ一
i（魔
剿
ｱ
《
局
謄
運
び
事
多
ミ

　
　
1
十
月
一

二
日
　
記
念
事
業
打
ち
合
わ
せ

三
日
　
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

　
　
　
局
内
会
議

　
　
　
理
事
会

　
六
日

　
九
日

±
二
日

＋
五
日

＋
六
日

二
士
二
日

二
＋
四
日

局
内
会
議

法
律
相
談
室

局
内
会
議

阪
神
淡
路
大
震
災
追
悼
碑
建
立
法
要

全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
大
会
出
席

財
団
創
立
四
十
周
年
記
念
大
会
・
式
典

第
三
十
七
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議

局
内
会
議

法
律
相
談
室

同
和
委
員
会

「
業
・
施
陀
羅
」
に
関
す
る
研
究
会

日
宗
連
理
事
会

　
＋
一
日

　
＋
二
日

＋
二
～
±

士
二
日

＋
七
日

＋
八
日

＋
九
日

二
＋
日

二
＋
七
日

二
＋
八
日

浄
土
宗
差
別
戒
名
物
故
者
追
善
法
要
参
列

総
務
庁
へ
要
請
書
提
出

長
野
県
仏
教
会
事
務
局
長
葬
儀
参
列

二
日
　
加
盟
団
体
代
表
者
同
和
研
修
会

法
律
相
談
室

部
落
解
放
研
究
所
宗
教
部
会
例
会
出
席

局
内
会
議

真
言
宗
智
山
派
管
長
晋
山
式
出
席

大
阪
府
仏
教
徒
大
会
出
席

二
言
連
理
事
会

日
本
仏
教
保
育
連
盟
記
念
式
典
出
席

法
律
相
談
室

日
宗
肝
脳
死
臓
器
移
植
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

二
十
六
～
二
十
八
日

　
　
　
　
　
中
盤
日
仏
教
友
好
交
流
会
議
出
席

二
十
七
日
　
常
務
理
事
会

　
三
十
日
　
日
宗
連
税
制
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
　
　
一
十
一
月
－

　
　
四
日
　
局
内
会
議

　
　
　
　
　
文
化
庁
宗
務
課
と
の
懇
談
会

　
　
七
日
　
文
化
庁
調
査
委
員
会
出
席

海
野
浄
雄
師
（
本
会
理
事
）

十
月
十
三
日
、
六
十
九
歳
で
遷
化

長
野
県
仏
教
会
事
務
局
長
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